
後志利別川整備計画検討委員会運営要領(案) 

 
本運営要領は、後志利別川整備計画検討委員会設置要領（以下「設置要領」という。）に
基づき、後志利別川整備計画検討委員会（以下「委員会」という。）の運営に関し必要な事
項を定めるものとする。 
 
 
１．委員会の運営に関する事項 
（１）委員会の公開 

・委員会については、設置要領第4条第3項に基づき原則として公開で審議する。 
 
（２）委員会の傍聴 

・委員会は、傍聴することができる。 
・円滑な審議を行うため傍聴者は、意見を述べることはできない。 
・傍聴者の申し込みは、当日会場で受け付ける。ただし、会場に入りきれない場合
は先着順とする。 

 
（３）委員会の記録 

・事務局は、会議の議事内容について、その議事要旨及び議事録を作成し、委員長
及び出席委員の確認を得る。 

 
（４）会議資料等の公開 

・会議資料及び議事要旨、議事録は公開とする。ただし、個人情報、貴重種情報等
公開することが適当でないと判断されるものについては、公開しないものとする。 

 
 
２．運営要領の見直し 

・本運営要領は、必要が生じた場合は見直すことができる。 
 
 
３．施行期日 

・本運営要領は、平成18年10月3日から施行する。 
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